
市民後見人ってどんな人？

判断能力が十分でない方に代わり、

「市民ならではの視点」や「きめ細かさ」

をもって、福祉サービスの契約や財産

管理などの法律行為を行なう人です。

必要ありません！

成年後見制度の理解や判断

能力が不十分な方に

対する理解と福祉活動に

熱意のある方向けです。

社会貢献してみませんか？

資格はいるの？

年齢 18歳以上
70歳以下の方

無料（テキスト代1,100円は自己負担）

ご興味がある方はHPで詳細を

確認頂くかお電話ください。

費用

尼崎市成年後見等支援センター （平日 9時～17時）

北部 Tel.06-4950-0614 南部 Tel.06-6415-6291
（運営： 尼崎市社会福祉協議会 ）

おなじ地域のあなただから

市民後見人

大募集

会場 尼社協ほっと館
（尼崎市南武庫之荘3丁目24－5）

応募方法
毎年、9月上旬頃 申込受付開始
受講申込書を郵送又は持参下さい

養成研修の詳細や申込はこちら→
(尼崎市成年後見等センターHP)

尼崎市

応募要件は？

尼崎市在住や在勤の方！

応募要件の詳細はホーム

ページ等をご確認ください。

だれもが安心して
暮らせる地域を

めざして
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